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成立後

時間外労働
の限度基準

特別条項付き３６協
定締結時の努力義務
(延長時間の短縮、
法定以上の割増
率)。

特別条項付き３６協
定締結時の努力義務
(延長時間の短縮、
法定以上の割増
率)。

36条2項に「当該労働
時間の延長に係る割
増賃金の率」を加え
る。＋限度基準告示
改正

36条2項に「当該労働
時間の延長に係る割
増賃金の率」を加え
る。＋限度基準告示
改正

「一定時間」を超え
る時間外労働を行っ
た労働者に対する。
現行より高い「一定
率」による割増賃金
を支払う。
「一定時間」及び
「一定率」は政令で
定める。
割増率の引き上げ分
は、労使協定によ
り、金銭の支払いに
代えて有給の休日を
付与できる。

割増率の引き上げ分
は、労使協定によ
り、金銭の支払いに
代えて有給の休日を
付与できる。

割増率の引き上げ分
は、労使協定によ
り、金銭の支払いに
代えて有給の休日を
付与できる。

割増率の引き上げ分
は、労使協定によ
り、金銭の支払いに
代えて有給の休日を
付与できる。

附則第138条／中小企
業については、当分
の間、適用しない。

附則第138条／中小企
業については、当分
の間、適用しない。

時間単位で
の年次有給
休暇の取得

労使協定(上限日
数・対象労働者の範
囲)がある場合に
は、年間5日を上限
に時間単位での年次
有給休暇の取得を可
能にする。

労使協定(上限日
数・対象労働者の範
囲)がある場合に
は、年間5日を上限
に時間単位での年次
有給休暇の取得を可
能にする。

39条の改正／労使協
定(上限日数・対象労
働者の範囲)がある場
合には、年間5日を上
限に時間単位での年
次有給休暇の取得を
可能にする。

39条の改正／労使協
定(上限日数・対象労
働者の範囲)がある場
合には、年間5日を上
限に時間単位での年
次有給休暇の取得を
可能にする。

ホワイトカ
ラー・イグゼ
ンプション

＜自由度の高い働き
方にふさわしい制度
＞一定の要件を満た
すホワイトカラー労
働者について、個々
の働き方に応じた休
日の確保及び健康・
福祉確保措置の実施
を着実に実施しつ
つ、労働時間に関す
る一律的な規定の適
用を除外することを
認める。

＜自己管理型労働制
＞一定の要件を満た
すホワイトカラー労
働者について、個々
の働き方に応じた休
日の確保及び健康・
福祉確保措置の実施
を着実に実施しつ
つ、労働時間に関す
る一律的な規定の適
用を除外することを
認める。

削除

企画業務型
裁量労働制
の見直し

中小企業について、
労使委員会が決議し
た場合には、「企
画、立案、調査及び
分析の業務」に主と
して従事する労働者
についても適用対象
とする。

中小企業について、
労使委員会が決議し
た場合には、「企
画、立案、調査及び
分析の業務」に主と
して従事する労働者
についても適用対象
とする。

削除

施行日
公布の日から1年を
超えない範囲内にお
いて政令で定める日

公布の日から1年を超
えない範囲内におい
て政令で定める日

平成22年4月
1日とする。

平成22年4月1日とす
る。

37条の改正／月６０
時間超の時間外労働
については、50%以上
の割増賃金率とす
る。

労働基準法改正案　審議会報告から法案成立まで

「政令」で定める時
間を超えた時間外労
働については、政令
で定める率以上の率
で計算した割増賃金
を支払う。

割増賃金率
の引き上げ

37条の改正／月80時
間超の時間外労働に
ついては、50%以上の
割増賃金率とする。

「月80時間
超」を「月
60時間超」
とする。


